
省エネ住宅促進キャンペーン
～未来へのメッセージ～

地球温暖化は私たちが直面する重要な課題の一つで、早急に手を打たなければならない状況です。
地球温暖化防止につながる、ＣＯ₂排出削減の取り組みとして、省エネ住宅の普及は必要なことで
あり、普及を促進することは確認検査機関である当社の責務でもあります。
「現代に生きる私たちが明るい未来を思い描き今できることを行う」ことが未来へ向けたメッセー
ジになるのではと考え、当社では省エネ住宅促進キャンペーンとして下記の手数料減額を行って
います。

平成24年1月6日から平成24年3月31日まで受付期間

● 断熱性能基準審査が省略できるもの※

通常料金 通常料金

\14,700 \8,400

● 一般住宅（左記以外）

\31,500 \16,800確認申請と
併願で

確認申請と
併願で

※以下の書類が添付できる場合、断熱性能に関する審査省略可能です。 ）のもるきで認確が）ウ（）ア（分区能性熱断（

　 設計住宅性能評価書（原則省エネ等級4）
　 建設性能評価書（原則省エネ等級4）
　 長期優良住宅建築計画に係る技術的審査適合証
　 長期優良の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書
　 設計検査に関する通知書+申請書（フラット35S（省エネ基準適合）
　 ※弊社（UDI ）で「設計検査に関する通知書」を発行したものに限ります。
　 竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（フラット35S（省エネ基準適合）
　 品確法上の性能型式認定書（原則省エネ等級4 ）
　 品確法上の特別評価方法認定書（原則省エネ等級4）
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★ フラット35S（20年金利引下げタイプ：省エネルギー性）について ★

フラット35S   （S20 ：省エネルギー性）
の技術基準要件に適合させる場合は
「住宅事業建築主基準に係る適合証」
が必要となります。

ユーディーアイ確認検査株式会社

エコポイント
証明書

省エネラベル
適合証

フラット35S（S20 ）
省エネルギー性


